
平成２７年度 11月補正予算参考資料

トータルコストの表記について
トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あ

くまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致し
ていません。
また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものにつ

いては、人件費を0としています。





平成２７年度一般会計補正予算説明資料

２款 総務費
６項 防災費 財 政 課（内線：７０４３）

１目 防災総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）鳥取県原子力防
0 600,000 600,000

(寄附金)

災対策基金設置事業 600,000

トータルコスト 0 600,000 600,000 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 基金管理事務

工程表の政策目標（指標） ―

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

島根原子力発電所に係る原子力防災対策の円滑な実施を図るため、鳥取県原子力防災対策基金を設置

し、管理する。

２ 主な事業内容

①基金名 鳥取県原子力防災対策基金

②積立額 ６００，０００千円

③基金設置目的

○島根原子力発電所に係る原子力防災対策の円滑な実施を図ること

３ これまでの取組状況、改善点

・ 境港市と米子市の一部が島根原子力発電所に係る緊急時防護措置準備区域（UPZ）に含まれることとな

り、原子力防災体制を早期に構築することが、県民の安心・安全の確保に繋がることから、組織体制の充

実を含め必要な施設･設備整備を進めてきている。

・ 対策経費については国交付金など活用が可能なものもあるが、人件費等単県措置を余儀なくされるもの

もあり、立地県のような財源を持たない本県にとっては不合理かつ多大な負担になっている。

・ 国に対しても、繰り返し｢国や電力会社が相応の負担を行う仕組みの構築｣について要望を行っているが

が、実現しない状況である。

・ このような状況の中で、原子力防災対策を円滑に実施するため、国において適切な財源制度が整備され

るまでの応急措置として、鳥取県において基金を設置することとし、当面、中国電力からの拠出金による協

力を得ることで財源を確保するものである。他にも積立が可能な財源が生じた場合には原資とすることがで

きるものであるが、この基金には一般財源を原資とすることは想定していない。
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
２款 総務費

６項 防災費 財政課（内線：７０４３）

１目 防災総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新） (基金繰入金)

原子力防災対策交付金 0 120,000 120,000 120,000

トータルコスト 0 120,000 120,000 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 関係先との連絡調整、交付金事務

工程表の政策目標（指標） ―

【鳥取県原子力防災対策基金充当】

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

中国電力株式会社からの寄附金を財源とする鳥取県原子力防災対策基金を活用し、島根原子力発

電所の緊急時防護措置準備区域（UPZ）圏内である米子市及び境港市に交付金を交付し、両市におけ

る原子力防災対策の円滑な実施を図る。

２ 主な事業内容

米子市及び境港市への交付金の交付

交付金の額 両市に対してそれぞれ、中国電力の拠出金総額の１割を上限に配分

６０，０００千円×２市

交付金の使途 原子力防災対策に要する経費

※関連事業

○職員人件費の財源更正（危機管理局）

・補正額 ８５，１２９千円（一般財源から基金繰入金への財源更正）

・原子力安全対策課職員（１１名）の人件費に原子力防災対策基金を充当するための財源更正。

３ これまでの取組状況、改善点

・ 基金の活用について、平成２７年１１月１３日に知事、米子市長及び境港市長が協議を行い、

両市とも担当職員の人件費等の負担を強いられている状況であることから、両市に対し交付金

として配分することで合意したところ。
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平成２７年度 一般会計補正予算説明資料 

 
７款 商工費                 
３項 観光費                        まんが王国官房（内線：７８０１） 

    １目 観光費                                        （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳              

備考 
 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

〔債務負担行為〕 
（新）インバウン
ド版名探偵コナン
鳥取ミステリーツ
アー開催負担金 

 
 
 
0 

債務負担
行為額 
10,000 

0 

債務負担
行為額 
10,000 

0 

 

  
債務負担
行為額  
10,000  

0 

 

トータルコスト 0 0 0 （補正に係る主な業務内容） 
関係機関との連絡調整 

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人 

工程表の政策目標(指標) 観光客の増加、認知度の向上など、まんがで鳥取県を元気にする。 

 
事業内容の説明              
 
１ 事業の目的・概要 

平成２７年４月２９日～１１月２３日に、ＪＲ西日本と連携して「名探偵コナン鳥取ミステリ－
ツアー」を開催中であるが、この企画内容と枠組みを生かして、平成２８年度に外国人観光客向け
の「名探偵コナン鳥取ミステリ－ツアー」を開催し、観光誘客を図る。 
例年よりもツアー開始時期を前倒しして平成２８年４月からの開催に向け、企画内容の決定を踏

まえて、海外の旅行会社に対する商品造成の呼びかけ、ツアーブックなどのグッズ製作、現地演出
の制作などの契約締結を平成２７年度中に進める必要があるため、債務負担行為を設定する。 
 
【実施スケジュール】 
２７年１２月：予算案議決後、開催地等の企画内容決定 
２８年 １月：海外の旅行会社に対する商品造成呼びかけ 
    ２月：グッズ製作、現地演出制作 
    ３月：旅行会社・マスコミ等による現地視察ツアー実施後、内容を微調整し販売開始 
    ４月：ツアー開始 

 
２ 主な事業内容 

ミステリーツアー実施運営経費負担金 １０，０００千円 
実施運営経費にかかるＪＲ西日本に対する地元負担金（２０，０００千円）を関係市町と 

折半して負担 
 
３ ミステリーツアーの概要 
（１） 開催時期（予定）：平成２８年４月～平成２９年２月 
（２） 対象国：韓国、香港、台湾、タイなどで調整中 
（３） ツアーの流れ 

・対象国の旅行会社で販売される対象旅行商品を購入 
・ＪＲ関西空港駅ほかで、ツアーブック・ツアー切符と引き替え 
・ツアーブックをもとに、鳥取県内の観光地を巡り捜査実施 
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平成２７年度 一般会計補正予算説明資料 

７款 商工費 
 ３項 観光費                西部総合事務所地域振興局（電話：0859-31-9371） 
    １目 観光費 ＜地方機関計上予算＞                             （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳              

備考 
 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）伯耆の国「大

山開山１３００年

祭」（仮称）推進事

業 

0 3,742 3,742   

 

3,742  

トータルコスト 0 3,742 3,742 （補正に係る主な業務内容） 
準備委員会設立、情報発信等 従事する職員数   0.0人   0.0人  0.0人 

工程表の政策目標(指標) 地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて

地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをする。 

 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

県西部の名峰「大山」では、平成３０年に大山寺開創１３００年を迎えるが、この機を大山の魅力

を再認識、情報発信する絶好の機会と捉え、大山町や西部地域の住民組織を中心に大山開山１３００

年に向けた機運が盛り上がってきている。 
  県としても、この機に大山ブランド化を推進するため、官民による推進組織を構築し、地域の活性

化を図る取組みを検討する。 
 

２ 主な事業内容 
（１）伯耆の国「大山開山１３００年祭」（仮称）準備委員会負担金  ６３３千円 

 

設立時期 平成２８年２月 

役  割 事業計画（案）作成 

メンバー 商工団体、観光関係団体、自治体などの若手、有識者、地域で
活動する住民グループや若手の活動者など 

負担割合 県１／２、地元自治体等１／２ 

 
（２）記念フォーラム開催（準備委員会設立に併せて開催） ３，１０９千円 

     
実施時期 平成２８年２月 

場    所 米子コンベンションセンター 

内  容 講演会・トークセッション 

 
３ これまでの取組状況、改善点 

大山寺周辺住民を中心に大山寺、大神山神社を保存継承するための組織「大山さんを守る会」の設

立の動きが具体化し、米子市議会観光振興議員連盟や西部経済会若手経営者有志の西部経済研究会が

勉強会を開催するなど、西部圏域で大山開山１３００年に向けた動きが顕著となってきている。 
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
７款 商工費

３項 観光費 緑豊かな自然課（内線：７６３７）

１目 観光費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）世界ジオパー

クユネスコ正式プロ 0 6,236 6,236 6,236

グラム化記念事業

（補正に係る主な業務内容）
トータルコスト 0 7,013 7,013

ユネスコ正式プログラム化記念シンポジウム・指導

従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 者養成講座等の開催、次世代エコツーリズムの推進

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） 世界ネットワーク加盟を果たした山陰海岸ジオパークについて、関西広域連合

の主管県として、ジオウォークなどのイベント実施や環境整備、教育活用、観

光、JR活用等、多面的なジオパーク振興事業を推進する。

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

本年11月に、ジオパークのユネスコ正式プログラム化が決定し、今後、世界遺産並みに認知度の向

上が期待されるため、ユネスコジオパークに相応しい磨き上げを図る必要がある。

２ 主な事業内容

（１）ユネスコ正式プログラム化記念シンポジウムの開催（2,511千円）

世界の模範となるジオパークを目指し、ユネスコ正式プログラム化の意義や地域連携のあり方に

ついて理解を深めていただくことを目的に、一般県民等を対象としたシンポジウムを開催する。

時 期 平成28年１月から３月までの間に開催

場 所 鳥取市内

主 催 鳥取県、鳥取市、岩美町、山陰海岸ジオパーク推進協議会

テーマ ユネスコ正式プログラム化と地域資源の活用

（２）ジオパーク活動を支える人材のレベルアップ・育成（1,815千円）

山陰海岸ジオパークの自然を活用したエコツーリズムを一層推進するため、自然体験活動の指導

者養成等のレベルアップ・育成を図るための講座等を開催する。

講座名 内 容

自然体験活動指導 全国体験活動指導者認定委員会が制定した「自然体験活動指導者養成カリキ

者養成講座 ュラム」に則り、自然体験活動指導者を養成する。

カヤックインスト 近年、急増しているシーカヤック利用者の満足度の向上を図るため、カヤッ

ラクター資格講習 クの技術・指導能力の向上とレスキューの方法についての講習会を開催し、

会 インストラクターのレベルアップを図る。

リスクマネジメン 自然体験活動を進める上で重要なリスク回避の方法等についての講習会を開

ト講座 催し、ガイドのレベルアップを図る。

（３）次世代型エコツーリズムの推進（1,910千円）

山陰海岸ジオパークの豊かな自然に相応しい超小型電動車両等を活用した低炭素型観光交通モデ

ルの実証事業を円滑に進めるため、計画の検討を行う研究会への支援を行う。（補助率：10／10）

平成27年度 ジオパーク観光モビリティ研究会の開催

・「研究開発計画」の策定 ・環境省「地球温暖化対策技術開発事業」への応募

平成28年度 民間事業者（上記研究会主要メンバー）による実証事業の実施

～30年度 （環境省委託事業）

３ これまでの取組状況、改善点

平成22年10月の世界ジオパークネットワーク加盟認定、平成26年度の鳥取市西部のエリア拡大も

含めて再認定された山陰海岸ジオパークでは、観光や学校教育等での活用が図られ、近年は、カヌ

ー体験をはじめ観光入込客数が増加している。平成27年９月には、「第４回アジア太平洋ジオパーク

ネットワーク山陰海岸シンポジウム」が開催され、国内外で山陰海岸ジオパークの認知度が高まっ

ている。
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費 

 ２項 児童福祉費                      子育て応援課（内線：７５７３） 
    １目 児童福祉総務費                                            （単位：千円） 

事 業 名      補 正 前 補 正 計 
財 源 内 訳              

備考 
 国庫支出金 起債 その他 一般財源 

地域の結婚・出産・子

育て応援事業（地域少

子化対策強化交付金） 

15,270 9,858 25,128 9,858  

 

  

トータルコスト 16,823 9,858 26,681 （補正に係る主な業務内容） 
補助金業務、委託契約業務、啓発資料作成 従事する職員数 0.2人 0.0人 0.2人 

工程表の政策目標(指標）  ― 

事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

我が国の危機的な少子化問題に対応するため、国が交付する「地域少子化対策強化交付金」を財源にし 

て、結婚、妊娠・出産、子育ての一貫した切れ目のない、地域の実情に応じたニーズに対応する地域独自

の先駆的な取組を行う。 

 

２ 主な事業内容 

平成２６年度２月補正により実施している事業に加え、新たに以下の少子化対策事業を行う。 

事業名 事業内容 
所要額 

(千円) 

（１）子育て支援パスポート

事業の全国相互利用

推進事業 

少子化社会対策大綱（平成２７年３月２０日閣議決定）

で、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくりを推進する

こととされ、その取組として全国の都道府県が実施して

いる子育て支援パスポート事業の全国における相互利用

の推進をはかる（平成２８年４月予定）。 

9,651 

（２）中国・四国ブロック地

域少子化対策強化交

付金事業事例フォー

ラム開催事業 

地域少子化対策強化交付金事業について、各都道府県 

及び市町村の連携と事例の横展開を加速させるため、地

域少子化対策強化交付金事業の事例発表を含むフォーラ

ムを開催する。 

207 

合 計 9,858 

 

３ これまでの取組状況・改善点 

  県事業は、１次募集で50,000千円(上限額) が交付決定され、この度４次募集で申請予定である事業が

採択された場合、その合計額は59,858千円となる。また、市町村事業は、１次募集で5,466千円が交付決

定され、２募集で5,269千円、３次募集で10,000千円、その合計額は20,735千円となる。 

 

＜参考＞ 地域少子化対策強化交付金 

危機的な少子化問題に対応するため、結婚、妊娠・出産、子育ての一貫した「切れ目のない支援」を行

うことを目的に、地域の実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組みを行う地方公共団体を

支援するもの 

   ・負担割合 国１０／１０ 

   ・補助上限 都道府県５０，０００千円（ただし、大臣が必要と認めた場合は、７５，０００千円） 

 市町村  １０，０００千円 

   ・対象事業 新規事業、要件に合致した継続事業 
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
３款 民生費

２項 児童福祉費 子育て応援課（内線：７１５０）

１目 児童福祉総務費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

小規模保育設置促進事 （基金繰入金）

業 42,933 14,310 57,243 14,310

ト ー タ ル コ ス ト 42,933 14,310 57,243 （補正に係る主な業務内容）

従 事 す る 職 員 数 0.0人 0.0人 0.0人 補助金の申請・交付、連絡調整等

工程表の政策目標（指標） 各種保育料軽減制度の見直し

【「鳥取県安心こども基金」充当事業】

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

賃貸借物件等により、子ども・子育て支援法における小規模保育事業を新たに実施する場合に、改

修費等及び当該改修期間中の賃借料の助成を行う。

２ 主な事業内容

実施主体 鳥取市（待機児童解消加速化プランに参加）

負担割合 安心こども基金（県）２／３、市１／１２、事業者１／４

補助対象 賃貸物件等による小規模保育事業

（鳥取市１カ所、平成２８年５月開設予定）

基準額 契約家賃：１事業所当たり ４１，０００千円

改修費等：１事業所当たり ２２，０００千円

補正額 補助金 １４，３１０千円

＜積算内訳＞

○鳥取市

小規模保育Ａ型 改修期間中の賃借料（２ヶ月分） ４３２，０００円

改修費 ２１，０３３，１０８円

合計 ２１，４６５，１０８円 …（Ａ）

県補助額 （Ａ）×２／３＝１４，３１０千円

（千円未満切り捨て）

３ これまでの取組状況、改善点

平成２７年７月１日現在、県内において７カ所の小規模保育施設が市町村の認可を受けて開設され

ており、そのうち鳥取市１件、米子市１件、日吉津村２件については、本事業により整備を行ったも

のである。

＜県内小規模保育事業所一覧（H27.7.1時点）＞

名称 定員 所在地 備考（施設整備費補助）

Comodo 園第一保育園 １２人 鳥取市末広温泉１３２ 平成２６年度実施

ベビーハウス向井 １９人 米子市安倍７１７－１

小規模保育園すく☆すく １２人 米子市新開６－１１－１６

ファーストステージあんじゅ ９人 米子市錦町１－１７７

くれよん保育園 １８人 米子市新開２－８－３８ 平成２７年度実施

日吉津ベアーズ １９人 日吉津村日吉津８４－１ 平成２６年度実施

パジャちゅうりっぷ保育園 １９人 日吉津村日吉津１１６０－１ 平成２６年度実施

（イオンモール日吉津内）

※上記のほか、現在、鳥取市で２ヶ所（６月補正、９月補正）、米子市で１ヶ所（９月補正）本事業

により整備中である。
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料

４款 衛生費

１項 公衆衛生費 健康政策課（内線：７１５３）

３目 予防費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備考

国 庫 起債 その他 一般
支出金 財源

（新）感染症医療 債務負担行為 債務負担行為 債務負担行為

体制整備支援事業 14,961 14,961 14,961

0 0 0

ト ー タ ル コ ス ト 0 0 0 （補正に係る主な業務内容）

従 事 す る 職 員 数 0.0人 0.0人 0.0人 補助金交付事務

工程表の政策目標（指標） ―

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

エボラ出血熱、MERS(中東呼吸器症候群：マーズ）など感染症の脅威が叫ばれている中、本

県における感染症対策を強化することを目的に、感染症専門医の養成などを行うとともに、感

染症指定医療機関における医療提供体制を整備するため、鳥取大学医学部附属病院の感染症内

科への医師１名の配置に対して、助成を行う。

＜内科医師配置の概要＞

（１）配置する内科医師の役割

有 事 重大な感染症が県内で発生した場合に、県内の他の感染症指定

(感染症危機 医療機関※に派遣されて、診療協力を行う。

への備え) ※ 県立厚生病院、県立中央病院、済生会境港総合病院

県内の感染症対策に資する次の業務を行う。

平 時 ○感染症専門医の養成

・研修プログラムの作成

・卒後臨床研修センターセミナー等の実施

○地域の感染症対策

・地域の感染症専門家の育成

・感染症アウトブレイク時の対応

（２）人員体制

〔現在〕感染症専門医（教授）１名、感染症専門医１名、内科医師※１名

※ 内科医師１名が県補助による配置

２ 主な事業内容

内科医師１名の配置に要する経費の１／２を、鳥取大学に補助する。

（１）期 間 平成２８年度～平成３０年度

（２）事業費 ２９，９２５千円（９，９７５千円×３年）

（３）限度額（補助金） １４，９６１千円（４，９８７千円×３年）

３ これまでの取組状況、改善点

・感染症専門医を養成するため、地域医療再生基金を活用し、内科医師の配置に対して助成し

ている。

期間：平成２５年９月～平成２８年３月

補助率：１０／１０

・これにより新たに２名の感染症専門医育成に目処が立った。

１名は平成２７年１月に資格取得済、残りの１名は平成２８年３月に取得の見通し

・しかし、県内の感染症専門医は依然として不足している状況である。
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
４款 衛生費

２項 環境衛生費 循環型社会推進課（内線：７５６２）

４目 環境保全費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

(新)

使用済物品放置防止 0 1,296 1,296 1,296

キャンペーン事業

トータルコスト 0 2,073 2,073 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 普及啓発の企画、委託業務の発注

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） 市町村や関係機関と連携して不法投棄の未然防止を推進するとともに、悪質な

不法投棄事案については、警察や弁護士等の協力を得ながら原因者の責任を追

及する。

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

使用済物品の放置による生活環境の悪化防止を目的に鳥取県使用済物品等の放置防止に関する

条例を制定(本議会上程）することから、普及啓発を目的としたキャンペーンを実施し、県民や

事業者等に条例の趣旨や不用品の正しい処分のあり方等について理解を深めていただき、条例

施行（H28.4施行）に向けた機運の醸成を図る。

２ 主な事業内容 (単位：千円)

事業内容 概 要 所要額 備 考

ケーブルテレビによる 家庭・県民向けに、正しい不用品処分の方法や 1,296
啓発番組の制作・放映 条例の制定趣旨等をコンパクトにまとめた啓発番

組を制作し、全県のケーブルテレビネットワーク
で放映する。

ラジオスポット（キャ 条例の施行及び県民に気をつけていただくこと (337) 全額既定
ンペーン）ＣＭ （使用済物品処分の際の業者確認や土地の適正管 経費で対

理など）等についてラジオスポットＣＭで広報す 応
る。

条例早わかりリーフレ ・県民や事業所向けに条例の概要をまとめたリー (216) 全額既定
ットの作成・配布等 フレットを作成して配布する。 経費で対

・また、届出が必要となる事業者には詳細な手続 応
資料を作成するとともに個別に説明する。

(1,849)
合 計 1,296

【条例案の概要】

使用済物品の放置による
生活環境の悪化防止

使用済物品の放置防止に
県が積極的に関与できる

権限を条例で明確化

行為の把握

行為に基準設定

放置を禁止事項
として明確化

県の調査・指導
権限を明確化

違反行為に罰則

使用済物品回収業を営む場合に事前
の届出を義務付け

収集・保管行為に基準を設定し、
遵守を義務付け

使用済物品回収業者に対する必要な
報告徴収、立入調査、指導・命令権
を明確化

命令違反に20万円以下の罰金
無届営業等に５万円以下の過料

放射性物質を含め、使用済物品の
屋外放置を禁止
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
８款 土木費

１項 土木管理費 住まいまちづくり課（内線：７３９１）

４目 建築指導費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）鳥取県民の豊

かで住みやすいまち 0 1,950 1,950 1,950

づくり啓発事業

トータルコスト 0 3,503 3,503 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.0人 0.2人 0.2人 改正条例の周知説明、シンポジウムの開催等

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

近年、バリアフリーに対する県民意識が一層高まっており、また、来年４月の第27回日本パラ陸

上競技選手権大会、2020年（平成32年）の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、宿泊

施設や競技場など広く集客が見込まれる施設のバリアフリー対応の必要性が更に高まっている。

これを受け、鳥取県福祉のまちづくり条例を改正（本議会上程）することから、改正条例の内容

の周知を行うとともに、今後のバリアフリーとまちづくりのあり方を県民とともに考えるためのシ

ンポジウム等を開催する。

２ 主な事業内容

（１）シンポジウム等の開催（1,900千円）

時 期 平成28年３月中旬～下旬 ※日本パラ陸上の約１ヶ月前

場 所 鳥取県民体育館 サブアリーナ・研修室 ほか

内 容 「バリアフリーとまちづくり」をテーマとした講演、ワークショップの実施

①講 演

バリアフリー関係の著名人、障がい者スポーツ選手、研究者等による講演

②ワークショップ

講演講師をコーディネーターに迎えてのワークショップ

＜テーマ例＞

・障がい者スポーツと運動施設のバリアフリーについて

・障がい者と旅行・宿泊施設のバリアフリーについて

・小規模飲食店・小売店のバリアフリーについて

③福祉のまちづくり条例改正内容等の周知

対象者 一般県民、障がいのある方、宿泊施設・飲食店関係者、障がい者スポーツ実践者、

建築士等

（２）広報物の作成・配布（50千円）

改正条例の内容や補助制度について周知するため、チラシ・パンフレットを作成し、宿泊施設、

飲食店、設計事務所等に配布する。

（３）改正条例説明会の開催（既定予算対応）

建築士事務所、施設管理者向け説明会を開催する。

３ これまでの取組状況、改善点

・平成20年に福祉のまちづくり条例を全部改正（同年10月施行）し、一定規模・用途の建築物につ

いては、新築・増改築時に基準への適合が義務化され、適合率が大幅にアップした。

〔民間建築物の新築・増改築時の適合率：平成19年度33％ → 平成21～25年度 平均60％〕

・さらなるバリアフリー化を促進し、福祉のまちづくりを推進するため適合基準等の見直しを行う

条例改正案を本議会に上程している。

〔民間建築物の新築・増改築時の適合率：平均60％ → 目標 70％〕
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
８款 土木費

１項 土木管理費 住まいまちづくり課（内線：７３９１）

４目 建築指導費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補 正 前 補 正 計 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

バリアフリー環境整 45,657 4,688 50,345 4,688

備促進事業

トータルコスト 50,316 4,688 55,004 （補正に係る主な業務内容）

従事する職員数 0.6人 0.0人 0.6人 改正条例の周知説明、補助金事務

工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要

近年、バリアフリーに対する県民意識が一層高まっており、また、来年４月の第27回日本パラ陸

上競技選手権大会、2020年（平成32年）の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、宿泊

施設や競技場など広く集客が見込まれる施設のバリアフリー対応の必要性が更に高まっている。

これを受け、鳥取県福祉のまちづくり条例を改正（本議会上程）し、車いす使用者や聴覚障がい

者の宿泊施設利用に配慮した客室整備基準を追加・拡充することに併せ、一般客室を車いす使用者

用客室へ改修する場合の補助メニューを追加し、福祉のまちづくりを更に推進する。

２ 主な事業内容

福祉のまちづくり推進事業補助金メニューの追加（4,688千円）

・一定規模以上の宿泊施設を新築・増築する場合の車いす使用者用客室の整備を義務付ける基準

の拡充に併せ、義務付け対象外となる既存ホテル・旅館が一般客室を車いす使用者用客室に改

修する場合の補助メニューを追加し、車いす使用者用客室の整備を促進する。

対象建物 ホテル・旅館

事業実施主体 民間事業者

負担割合 国３／８、県１．５／８、市町村１．５／８、事業者１／４

所要額 4,688千円（補助対象限度額＠5,000千円×1.5/8×５件）

〔主な改修内容例〕

・一般客室２室間の内壁撤去（２室→１室へ改修）

・車いす対応ユニットバス・便所設置 等

３ これまでの取組状況、改善点

・平成27年度当初時点で鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町の

８市町が補助制度を設けており、他市町村にも補助制度の創設を働きかけている。

・平成27年度は、福祉関係団体等から要望のあった電光掲示板、フラッシュライト等の設備の追加

や補助対象建築物用途を拡充した。
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
７款 商工費

（ ）２項 工鉱業費 立地戦略課 内線:７６６４
（ ）１目 工鉱業総務費 単位：千円

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

起 債 その他 一般財源国庫支 出金

企業投資促進 債務負担 債務負担 債務負担
のための工業 行為額 行為額 行為額
団地再整備事 287,300 287,300 287,300
業補助金

400,238 177,810 578,048 177,810

401,015 177,810 578,825 （補正に係る主な業務内容）トータルコスト
申請書の審査・補助金の交付手続

0.1人 0.0人 0.1人従事する職員数

工程表の政策 県外企業の誘致推進：県外からの新規誘致を実現する
目標（指標） 県内企業の新増設の促進：県内企業の新増設の増加を図る

事業内容の説明
１ 事業の目的・概要

企業投資の促進を図るため、既存工業団地において、市町村が行う団地の再整備に要する経
費の一部を補助する。

２ 主な事業内容
新規誘致案件に伴う工業団地再整備事業補助金における予算の補正を行うものである。

(1)補助事業の概要
鳥取市が行う南吉方工業団地（下水道整備 、河原IC山手工業団地（上下水道等整備 、布） ）

袋工業団地（団地造成、団地内道路、上下水道、排水等整備）の団地造成等の整備に係る経費
の一部を補助する。 （単位：千円）

団 地 名 事業費 補助対象経費(H27) 県補助金(H27)
南吉方工業団地 84,389 30,542 15,271
河原IC山手工業団地 71,300 71,300 35,650
布袋工業団地 1,810,128 253,778 126,889

計 1,965,817 355,620 177,810

(2)債務負担行為
鳥取市が行う布袋工業団地の整備（団地造成、団地内道路、上下水道・排水等整備）に係

（単位：千円）る経費の一部を補助する。
債務負担の期間 事業費 補助対象経費 県補助金団 地 名

布袋工業団地 1,810,128 287,300平成28年度～56年度 574,600

(3)制度の概要
対象地 県・市町村及びそれらが５０％以上出資している法人が造成している又はする一団の土

地
要 件 投資額１億円以上かつ新規常時雇用労働者１０人以上、又は新規常時労働者数２０人以

上
工業団地区域内 ： 用地造成及び道路、公園等の改築及び貸事務所の整備対象施設
工業団地区域外 ： 排水施設、道路の新設又は改築

補助対 上限１０億円
象経費 ただし、鳥取県地域産業活性化基本計画にある集積業種の企業が立地する場合は、上限

を２０億円とする。
補助率 １／２

ただし、県内経済への波及効果があると知事が認める場合で、
次の ①を満たす場合は、 ６億円を超え２０億円までは ２／３

①及び②又は
①及び③を満たす場合は、 ６億円を超え２０億円までは ３／４

①、②及び③を満たす場合は、６億円を超え２０億円までは ４／５ とする。
なお、やむを得ない事情があると認める場合は上記６億円を３億円に引き下げる。
①財政力指数が０．５未満の市町村
②従業員１人当たりの市町村別製造品出荷額等の過去５年平均が県平均を下回る市町村
③「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例及び規則」で定める中山間地域の区域

３ これまでの取組状況、改善点
平成２１年度に制度を創設し、すでに９団地１４件の工業団地再整備を行っている。
既存工業団地の分譲可能な用地がほとんどなくなってきている中、市町村ではオーダーメ

イドで団地再整備を行うことにより積極的に企業誘致に取り組んでいることから、市町村の
企業の大規模投資、財政状況や中山間地域への立地状況等を勘案し補助率の見直しを行い、

県外企業の誘致促進につながっている。
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企業投資促進のための工業団地再整備事業補助金 事業実施団地等 

 

鳥取市 
 

南吉方工業団地 
 
■事業の内容 
下水道整備 
 
事業費   84,389 千円 
補助対象  30,542 千円 
県補助金  15,271 千円 
 

 
鳥取市 
 

河原ＩＣ山手工業団地 
 
■事業の内容 
上下水道等整備 
 
事業費   71,300 千円 
補助対象  71,300 千円 
県補助金  35,650 千円 
 

 

鳥取市 
 

布袋工業団地 
 
■事業の内容 
団地造成、団地内道路、

上下水道、排水等整備 
 
事業費 1,810,128 千円 
補助対象 828,378 千円 
県補助金 414,189 千円 
 
※ 上記は債務負担行

為分 (H28～ 56)を
含む。 

 

 

幹線市道 
（R53～R53） 
（調整中） 

団地内市道 

（補助調整済） 

鳥取自動車道 

鳥取南ＩＣ 
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
７款 商工費

２項 工鉱業費 企業支援課（内線:７６５８）
（ ）２目 中小企業振興費 単位：千円

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

起債 その他 一般財源国庫支出金
債務負担行為 債務負担 債務負担 債務負担 債務負担［ ］

鳥取県版経営革 行 為 額 行 為 額 行 為 額 行 為 額
新総合支援事業 1,405,000 540,000 1,945,000 540,000

786,070 0 786,070 0
788,400 0 788,400 （補正に係る主な業務内容）トータルコスト

0.3 人 0.0 人 0.3 人 補助金交付事務、商工団体との調整等従事する職員数

県内中小企業者の経営革新支援：県内中小企業者の経営革新計画承認件数及び工程表の政策目
経営革新計画達成企業割合の増加標(指標)

事業内容の説明
１ 事業の目的・概要

県内中小企業の新事業展開に対して企業の成長段階や経営戦略に応じた総合的な支援を行い、
中小・小規模事業者の新商品・サービス開発等のチャレンジを促進し、県内産業の高付加価値
化を図る。

２ 主な事業内容
企業ニーズが非常に高い県版経営革新（スタート型）について、今後見込まれる支援件数増

への対応として5.4億円の債務負担（交付決定枠）の増額を行う。
（単位：千円）

差引補正額区 分 現計予算 執行見込み
企業補助金 786,070 786,070 0（歳出予算）

内 700,000 700,000 0スタート型
( ) ( )400件分＋制度要件緩和増加分 400件分＋制度要件緩和増加分

容 72,500（15件分） 72,500(15件分) 0成長・拡大型

13,570 13,570 0商工団体事務 (400件分+審査会費用) (400件分+審査会費用)

費
H27 1,260,000 1,800,000 540,000スタート型 (債務負担行為H28～29年度) （債務負担行為H28～29年度）

0成長・拡大型 145,000 145,000（債務負担行為H28～30年度） （債務負担行為H28～30年度）

1,405,000 1,945,000 540,000交付決定枠計（債務負担）

３ これまでの取組状況、改善点
○27年度から、県版経営革新計画の認定と中小企業新事業活動促進法に基づく承認の２つの制

度と各々関連する支援制度を統合、総合メニュー化し、再チャレンジ可とする等、中小・小
規模事業者への利便性向上を図った。

○新制度の利用状況を見ると、H27年10月末時点で既に228社の取組を認定し、H27年度中には
480件近い申請 を見込んでいる。（26年度342件認定）
当事業は、鳥取県元気づくり総合戦略にも位置づけ、4年間で1,200件の計画認定を目標と○
して掲げており、県内事業者への浸透をさらに図る観点から、商工団体等の意見も参考にし
ながら、随時制度を点検し必要に応じて見直しを行う。

＜スタート型予算状況＞ （単位：千円） ＜スタート型認定状況＞

債務負担 歳出予算 補助要件緩和 区分 状況

228件当初予算 300,000 153,820 － 認定件数(10月末)

83%６月補正 360,000 173,750 ・正規雇用奨励（非正規雇用の正規化促進） 小規模事業者割合

23%・設備投資（建物の新増設可） 再チャレンジ割合

(県版複数回利用)９月補正 600,000 386,000 －

88%合 計 1,260,000 713,570 － 設備投資利用割合

＜参考＞鳥取県版経営革新総合支援制度

区 分 スタート型（県版経営革新） 成長・拡大型（法承認経営革新）

小規模事業者を中心とした企業における新たな スタート型からのステップアップや事業拡大型の新対象事業

取組で、計画期間が２年以内のもの。 たな取組等で、計画期間が５年以内のもの。

補助限度額 ５００万円 １,０００万円

補助メニュー 商品開発等〔１／２〕 正規雇用奨励 〔１０/１０〕 設備投資〔２／３〕

〔補助率〕 ⇒ 企業が経営革新計画に応じて１つ以上のメニューを選択。

補助事業の期間 ２４ヵ月以内 ３６ヵ月以内

実施主体 商工団体 県（商工団体で窓口審査）
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
６款 農林水産業費
４項 林 業 費 県産材・林産振興課（内線：7297）
２目 林業振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）架線系作業システム
0 29,000 29,000 29,000

導入支援事業

ト ー タ ル コ ス ト 0 30,553 30,553 （補正に係る主な業務内容）

従 事 す る 職 員 数 0.0人 0.2人 0.2人 補助金交付事務

工程表の政策目標（指標） －

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
平成32年度の素材生産量の目標38万m3達成に向け、現在主流となっている「車両系作業システム」に加

え、新たに「架線系作業システム」の導入を促進するため、架線系機械の導入経費の一部をモデル的に支援
する。

２ 主な事業内容

事業内容 実施主体 補助率 導入台数 補正額

架線系機械（タワーヤーダ、 素材生産を行う
自走式搬器）の導入に要する 林業事業体等 1/6 ３台 29,000千円
経費を支援

（実施主体への補助率は、緑プロ事業1/2とあわせて2/3）

３ これまでの取組状況、改善点
○鳥取県内においては新たな架線系林業機械を導入している林業事業体はなく、「架線系作業システム」の
普及が進んでいない。
○現在主流となっている比較的傾斜が緩い地形における高密度路網による「車両系作業システム」に加え、
急峻な森林や複雑な地形においては新たな「架線系作業システム」の構築が必要である。
《新たな「架線系作業システム」が必要な理由》
・車両系作業システムでは高密度路網が必要とされるが、急傾斜地では路網の開設が困難であるため。
・車両系作業システムで可能な箇所に施業地は限定されており、素材生産量の増が困難であるため。
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平成２７年度一般会計補正予算説明資料
６款 農林水産業費
４項 林 業 費 森林づくり推進課（内線：7305）
４目 森林病害虫防除費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 補正前 補 正 計 備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

ナラ枯れ対策事業 88,842 25,000 113,842 25,000

ト ー タ ル コ ス ト 105,925 25,000 130,925 （補正に係る主な業務内容）

従 事 す る 職 員 数 2.2人 0.0人 2.2人 補助金交付事務

－工程表の政策目標（指標）

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
急増したナラ枯れ被害に対応するため、大山周辺における緊急対策区域で「被害対策強化区域」を設定し、

区域内の枯損木に「立木くん蒸」と「ビニール被覆」を新たに組み合わせることにより、徹底した駆除を行う。
また、被害木の駆除に当たっては、調査・駆除エリアを拡大することにより、感染源を除去し、被害拡大を防止

する。

２ 主な事業内容
（単位：千円）

３ これまでの取組状況、改善点
カシノナガキクイムシ（以後「カシナガ」）の駆除対策として、枯損木には伐倒搬出や立木くん蒸等、穿入生残
木にはビニール被覆等を行ってきている。しかし、暖冬傾向に伴うカシナガの生存・脱出の増加や７月中旬から
８月上旬における小雨・高温傾向等により枯死が進んできており、今年度のナラ枯れ被害量は、大山周辺にお
ける緊急対策区域で平成26年度の約2.4倍となる見込みである。
このたび、大山のミズナラ林近辺の先端区域に「被害対策強化区域」を設定し、当該区域の枯損木に「立木く
ん蒸」と「ビニール被覆」を組み合わせることにより、駆除率を高めるよう改善する。
また、現在の被害木周辺の調査範囲を拡大するとともに、調査・駆除対象樹種にシイ・カシ類を追加すること
によって、徹底した被害拡大防止対策に取り組む。

事業内容 実施主体 補正前 補正 計

ヘリコプターを利用した被害木の調査 県 7,560 0 7,560

国庫 伐倒搬出、伐倒くん蒸、立木くん蒸、立木ビニール被覆等 県、市町村 65,160 0 65,160

単県
伐倒ビニール被覆、根株薬剤処理、被害木調査
（新）立木くん蒸＋ビニールシート被覆等

市町村 8,000 25,000 33,000

県 8,122 0 8,122

88,842 25,000 113,842

区分

被害木駆除

被害木探査

事務費等

合計
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